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第１ 監査の概要 

 

 １ 監査の種類 

 

（１）監査の名称 

    令和２年度財政援助団体等監査 

 

（２）根拠法令 

地方自治法第１９９条第１項、第５項及び第７項 

 

 ２ 監査実施期間 

   令和２年９月7日（月）から令和３年２月1０日（水）まで 

 

 ３ 監査の対象 

   令和元年度に区が補助金等を交付している財政援助団体及び指定管理者のうち７団体を

監査対象とした。 

 

 （１）財政援助団体 

   ① 年額５，０００万円以上の補助金を交付している団体             ２団体 

   ② 年額１，０００万円以上の補助金を交付している団体          ３団体 

 

 （２）指定管理者                                 ２団体 

 

 ４ 監査実施団体  (対象施設)                                      主管部局 

 

   [財政援助団体] 

（１）公益社団法人  葛飾区シルバー人材センター     福祉部 高齢者支援課 

 

（２）社会福祉法人 東京都手をつなぐ育成会   

   （監査対象 西水元福祉館）      福祉部 障害福祉課・障害者施設課 

 

（３）一般社団法人 葛飾区医師会                  健康部 地域保健課 

    

（４）社会福祉法人 葛飾学園 

（監査対象 葛飾学園小菅学童保育クラブ）教育委員会事務局 放課後支援課 

     

（５）社会福祉法人 新宿会 

（監査対象 新宿学童保育クラブ）    教育委員会事務局 放課後支援課 
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   ［指定管理者］ 

（６）キョードー東京共同事業体 

   （監査対象 葛飾区文化会館・葛飾区亀有文化ホール） 

       地域振興部 文化国際課 

 

 （７）住友不動産エスフォルタ・東洋管財共同事業体  

   （監査対象 葛飾区体育施設）      教育委員会事務局 生涯スポーツ課 

   

 ５ 監査の実施内容 

   葛飾区監査基準に準拠し、令和元年度交付分の補助事業等に係る出納、その他の事務の執

行について、主管課、財政援助団体及び指定管理者から提出された関係資料等を調査すると

ともに、必要に応じて関係職員からの説明聴取等の方法により監査を実施した。 
 

 ６ 監査の項目及び主な着眼点 

   補助金等の出納その他の事務について、適正かつ効率的に執行され、その目的を達成して

いるかどうかを主眼に、以下の項目について監査を実施した。 
 
 （１）財政援助団体に対するもの 

   ア 補助金等の交付申請、請求及び受領は適切に行われているか。 

   イ 補助金等は事業計画及び交付条件・目的に沿って適正かつ効率的に執行されているか。

また、補助対象事業以外に流用されていないか。 

   ウ 会計経理及び財産の管理は適正に行われているか。 

エ 補助金等に係る精算報告、実績報告は適正に行われているか。また、精算返還金は   

適正な時期に返還されているか。 

   オ 帳簿その他の証拠書類は適正に整理保管されているか。 

   カ 補助等の効果は十分に達せられているか。 

   キ 自主財源の確保に努めているか。 

 

 （２）指定管理者に対するもの 

   ア 指定管理者制度を導入した目的・趣旨が達成されているか。 

   イ 料金収入や施設の管理に関する収支の会計処理が適切に行われているか。 

   ウ 施設の管理は、協定内容に沿って適正に行われているか。 

   エ 事業計画書に沿って各種事業が適切に実施されているか。 

    オ 事業に対する経営努力がみられるか。 

    カ 決算報告書に誤りはないか。 
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 （３）所管課に対するもの 

   ア 補助金等の額の算定、交付手続及び時期は適切か。 

   イ 交付基準は合理的で統一性のあるものとなっているか。 

   ウ 団体及び公の施設の指定管理者に係る指導・監督は適切に行われているか。 
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第２ 監査の結果（団体の個別的事項） 

 

公益社団法人  飾区シルバー人材センター 
 

１ 法人の概要 
【法人の定款が定める目的】 

公益社団法人 飾区シルバー人材センター（以下「センター」という。）は、社会参加の意 
欲ある健康な高齢者に対し、地域社会と連携を保ちながら、その希望、知識及び経験に応じ

た就業並びに社会奉仕等の活動機会を確保し、生活感の充実及び福祉の増進を図るとともに

高齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりに寄与することを目的としている。 
 
２ 監査対象の概要 
（１） 監査対象 

令和元年度に 飾区から補助金の交付を受けた「 飾区シルバー人材センター」の補助対

象事業を監査の対象とした。 
（２） 施設概要 
  ア 開設年月日  昭和５４年１０月２４日（葛飾区高齢者事業団として開設） 

イ 所在地     飾区立石五丁目１１番１６号 
ウ 所有関係   公益財団法人 献血供給事業団との賃貸借契約  
エ 敷地面積   ３２０．７９㎡ 
オ 建物の構造  鉄筋コンクリート造３階建て 
カ 延床面積   ４０６．８３㎡ 

（３） 施設職員（令和２年３月３１日現在） 

代表理事 ２人（２人）  常務理事 １人  理事 １２人（１２人） 

監事 ２人（２人） 職員 １１人 

（ ）内人数は非常勤を再掲 

（４） 事業概要 
センターの第２次長期計画「かつしかシルバーオーロラ計画Ⅱ（平成２８年度から令和２

年度）」の基本理念である「自主・自立・共働・共助の推進」を踏まえた重点課題の「会員の

増強」「地域貢献活動の推進」「就業者の拡大」について積極的に取り組んだ。 

 

  ア 会員増強の取組 
（ア）広報活動の充実 

広報かつしかにセンターのＰＲ紙「シルバーカラー」を年３回折り込み、会員の募集

を行ったほか、入会説明会を１５回開催、うち２回は女性限定で行った。 
      また、区ホームページへのバナー広告、かつしかエフエムのスポット放送、産業フェ

アへの出展、かつしかさくら祭りなどに参加しＰＲちらしを配布するなど、センターの

事業紹介や入会案内を行った。 
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     会員向けには、年４回発行している会報「なかま」及び年２回程度発行している情報

誌「かつしかシルバー情報」（いずれも全会員に発行）により最新情報の提供や意識啓

発を行った。 
（イ）他区市のセンター活動等の研究 

東京しごと財団や江東４区のシルバー人材センターとの情報交換を実施したほか、他

市からの視察を受入れ、意見交換を行った。 
（ウ） 会員数 

         会員数は２，８２９人で、男性１，９５２人（６９．０％）、女性８７７人（３１．

０％）、平均年齢は７５．８歳、最高齢は９９歳である。 
      また、年間入会者は３４９人で、入会の主な理由は、「経済的理由」「生きがい・社会

参加」である。退会者は３６７人で、退会の主な理由は、「病気」「加齢」によるもので、

会員数は昨年と比べ１８人減少している。 
 
  イ 地域貢献活動の推進 

（ア） 地域におけるボランティア活動 
駅周辺の美化清掃活動（延べ６０人）や高齢者介護施設への訪問活動（延べ１０８人）

などの活動を行った。 
（イ） 地域ニーズへの対応 

センターの会員を派遣し、一時的な家事援助として、掃除機がけやごみ出しなど、継

続性のない一人でできる軽易な作業を行う「シルバーご近助隊」事業助成を継続した。 
（ウ） 区連絡会への参画 

区が設置した「かつしか地域支えあい連絡会」に参画し、高齢者の社会参加や介護予

防等を進めるための情報発信、情報共有、関係機関との連携強化に努めた。 
 

  ウ 就業者の拡大 
（ア）就業状況及び配分金 

        就業実人数は、２，２４９人、男性１，５５６人（６９．２％）、女性６９３人（３０． 
    ８％）となっている。 

また、就業会員への配分金総額は、１３億７，２０５万円で前年度比５６２万円の減

となっている。これは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、センター業務が

減少したことなどによる。 
（イ） 受注の拡大 

高齢者総合相談センター区内１４か所の窓口での家事援助サービスＰＲチラシの配布、

センター理事と就業先拡充委員による大口発注者等への発注継続・拡大要請活動を行っ

た。 
（ウ）高齢者の就業に関する調査・研究 

労働者派遣事業など高齢者の就業に関する国や都、区の施策について情報収集すると 
ともに、「葛飾区地域雇用問題連絡会」に参画し、商工団体や関連機関と連携し会員の就 
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業促進に努めた。 
（エ）就業率の向上 

会員向けに以下のような取組を行った。 
・未就業者の就業促進のための相談会 
・新入会員の就業促進 
・就業職群別講習会として「刃物研ぎ講習会」の開催 
・接遇研修会 
・東京しごと財団主催の講習会への参加呼びかけ等 
 

  エ その他 
（ア）契約状況 

     受託件数は、９，８３４件で、前年比４９１件の減となっており、そのうち民間からの   
受託は、９，４７４件で９６．３％を占めている。 

     また、契約金額は、１５億６，４８８万円で、前年比２，４０４万円の増となっており、

そのうち公共からの契約が１１億２，４９４万円で７１．９％を占めている。 
（イ）安全意識の向上 

     会員の安全就業の推進のため、推進委員等が就業現場を訪問し、就業環境や就業状況

の把握・指導を行うとともに、自転車安全講習会、体力測定会などを実施した。 
  （ウ）親睦活動等 

   日帰り研修親睦旅行、ウォーキング事業、文化活動などを実施し会員相互の連携と親

睦を図った。 
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（５） 葛飾区シルバー人材センターの収支状況（令和元年度） 
 

 
 
 
 
 
 

1,097,447,102 998,660,161

配分金収入 985,447,754 985,447,754

材料費等収入 13,921,131 13,212,407

事務費収入 98,078,217 449,090,035

467,432,289 386,599,023

 使用料収入 467,432,289 62,491,012

6,041,000 11,183,680

正会員会費収入 6,030,000 1,481,022

ゴールド会員会費収入 11,000 45,301,856

87,710,612 12,260,337

連合交付金収入 6,886,000 8,736,540

80,824,612 24,304,979

1,766 285,700

1,766 5,105,419

488 171,053

18 61,324,541

470 61,019,888

13,229,091

人件費支出 5,696,799

管理運営費支出 7,532,292

1,658,633,257 1,646,852,446

　過年度収益修正 　過年度損失修正

　　 　　　　区補助金返還区補助金返還 0

102,408

102,408 0

187,458,083

1,846,193,748 1,646,852,446

　     　　　　(単位：円）   表１

  次期繰越額　１９９，３４１，３０２円

　経常経費外収入計 　経常経費外支出計

　前期繰越額

　収入合計 　支出合計

 管理費支出

　事業活動収入計 　事業活動支出計

　経常外収支

貸倒引当金戻入

 雑収入  ボランティア事業費支出

受取利息収入  人件費支出

雑収入  事業運営費支出

保険料支出

消耗品費支出ほか

 特定資産運用収入　  調査研究費支出

特定資産利息収入  安全就業等推進事業費支出

区補助金収入

 会費収入  普及啓発事業費支出

 研修・講習事業費支出

 就業開拓提供事業費支出

 補助金等収入 臨時雇賃金支出

配分金支出

材料費等支出

 自転車駐車場事業費支出

 自転車駐車場等管理委託事業収入 配分金支出

材料費等支出

収入の部 支出の部

　経常収支

 事業収入  事業費支出

 受託事業収入  受託事業費支出
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（６） 監査対象補助  
 

 
 
 

 補助金算定表

公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計

職員基本給 31,260,607 406,000

職員特別手当（賞与） 12,469,866 137,786

職員諸手当 10,024,013 124,000

職員 10,806,355 119,000

事務局　補助職員 0 0

作業所　補助職員 6,000 0

福利厚生費 職員 369,890 4,000

職員退職給与引当金繰入 1,272,973 14,000

中小企業退職金共済掛金 879,750 9,720

事務局　補助職員 732,000 0

作業所　補助職員 2,440,000 0

賃借料 925,000 61,000

委託費 644,000 0

71,830,454 875,506

職員基本給 3,454,243

職員特別手当（賞与） 1,171,200

職員諸手当 1,071,356

職員 1,014,928

事務局　補助職員 10,000

福利厚生費 職員 34,735

職員退職給与引当金繰入 119,570

中小企業退職金共済掛金 82,620

事務局　補助職員 370,000

作業所　補助職員 0

賃借料 790,000

委託費 0

8,118,652

80,824,612

　　　　　（単位：円）　　　 表２

退職給付費用

臨時雇賃金

法定福利費

事業費　（計）

　　　　科　　　　　目

合 計

給料手当

法定福利費

退職給付費用

臨時雇賃金

給料手当

管理費　（計）
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ア 事業費  

（ア）表２の給料手当に係る区補助金は、公益目的事業会計と収益事業等会計の合計５４，４

２２，２７２円で表１の事業費支出の人件費支出６１，３２４，５４１の一部に算入され

ている。 

（イ）以下の区補助金については、表１の事業費支出の事業運営費支出６１，０１９，８８  

８円の一部に算入されている。 

法定福利費     １０，９３１，３５５円 

  退職給付費用     ２，１７６，４４３円 

  臨時雇賃金      ３，１７２，０００円 

 委託費等       ２，００３，８９０円 

     計       １８，２８３，６８８円 

 

  (ア)＋(イ)の合計     ７２，７０５，９６０円 

 

イ 管理費 

（ア）表２の給料手当に係る区補助金は、法人会計の合計５，６９６，７９９円で表１の管 

    理費支出の人件費支出の全額に算入されている。 

（イ）以下の区補助金については、表１の管理費支出の管理運営費支出７，５３２，２９２ 

 円の一部に算入されている。 

  法定福利費      １，０２４，９２８円 

  退職給付費用       ２０２，１９０円 

  臨時雇賃金        ３７０，０００円 

 賃借料等         ８２４，７３５円 

   計        ２，４２１，８５３円 

 

  (ア)＋(イ)の合計      ８，１１８，６５２円 

 

ウ 区補助金総計   アの合計 + イの合計   ８０，８２４，６１２円 

 

 

３ 監査の結果 

区の補助金に係る出納その他の事務の執行については、補助金の交付申請書、実績報告書、 

現金収支関係書類、各会計帳簿等を確認した結果、特に指摘する事項は見当たらず、事業の

目的に沿って適切に執行されていた。 
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社会福祉法人 東京都手をつなぐ育成会  
（監査対象 西水元福祉館） 

 
１ 法人の概要 
【法人の定款が定める目的】 

社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重

して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、

心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を地域社会にお

いて営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業（抜粋）を行う。 

第一種社会福祉事業 

・障害者支援施設の経営 

第二種社会福祉事業 

・知的障害者の更生相談に応じる事業の経営 

・障害福祉サービス事業の経営 

・地域活動支援センターの経営 

・放課後児童健全育成事業の経営 

 

２ 監査対象の概要 

（１）監査対象施設 

   令和元年度に 飾区から補助金の交付を受けた障害福祉サービス多機能型事業所「西水元

福祉館」を監査の対象とした。 

（２）施設の目的 

   利用者の人権を尊重し、自立、自己実現、社会参加を促進するとともに、利用者の主体性

や個性、その人らしさを重視し充実した地域生活を提供していくこと等を基本理念として、

心身に障害のある方の働く場・生活訓練の場・ふれあいの場の機能を併せ持つ施設として 

運営していくことを目的とする。 

（３）施設概要 

ア 開設年月日  平成８年４月１日（区からの移管年月日 平成１６年４月１日） 

イ 所在地     飾区西水元三丁目１１番１号 

ウ 所有関係    飾区の行政財産である土地は「基本事項覚書」により無償使用、葛飾区 

の普通財産である建物は無償貸付契約により貸与 

エ 敷地面積   ３，０４５．４３㎡（ハーブ園１，３００㎡を含む） 

オ 建物の構造  鉄骨造２階建て 

カ 延床面積   １，６８４．９９㎡ 

キ 併設施設   幸田集い交流館 
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（４）施設職員（令和２年３月３１日現在） 

   施設長（管理者）１人  主任指導員（サービス管理責任者）１人 

  事務員２人（１人） 生活支援員２１人（１０人） 職業指導員６人（４人）  

目標工賃達成指導員１人（１人） 看護師１人（１人） 栄養士１人（１人） 

夜勤パートタイマー４人（４人） 清掃員（障害者雇用）１人（１人） 

嘱託医２人（２人） 

（ ）内人数は非常勤を再掲 

（５）事業概要（令和２年３月３１日現在） 

ア 開所日   月曜日から金曜日まで 

イ 開所時間  午前８時３０分から午後５時３０分まで 

ウ 就労継続支援Ｂ型事業  定員４０人（現員３７人） 

平均工賃支給額 月額１２，４２４円（目標１５，０００円） 

事業内容（年間収入は生活介護事業分を含む） 

受注作業 学習教材の封入作業、玩具や文房具用品の袋詰め、タオル・ハンカチの 

           値札付け等               （年間収入） 1,472,146円 

       公園清掃 東水元みどり公園、東水元公園、水元スポーツセンター公園、いいづか 

公園の清掃受託             （年間収入） 4,113,841円 

       製菓・製茶、名刺印刷、喫茶（自販機）、チラシ配り、紙漉き、園芸ほか 

                                   （年間収入） 3,150,666円 

      

  
          

      
 
エ 生活介護事業  定員２０人（現員２６人） 

平均工賃支給額 月額３，５７９円 

活動内容 

受注作業（ワークトレーニング） 就労継続支援Ｂ型との連携により、教材の袋詰 

め、衣料品の値札付け等と、ワークトレーニングとして袋入れ等を提供 
園 芸  ハーブ園の管理、加工製品の材料としてのハーブの収穫・販売。収穫し 

利用者の性別・年齢構成                     （単位：人）

性別＼年齢 ２０未満 ２０－２９ ３０－３９ ４０－４９ ５０以上 計 最高齢 最年少

男性 0 4 5 10 2 21 51歳 26歳

女性 0 4 3 5 4 16 62歳 24歳

計 0 8 8 15 6 37 ― ―

割合 0.0% 21.6% 21.6% 40.5% 16.2%

区分 非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６

人数 0 0 5 17 10 5 0

利用者の障害支援区分　　　　　　　　　　　　 　 （単位：人）
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た野菜やハーブポプリを利用者・家族向けに販売 
創作活動 季節感のある塗り絵や折り紙を製作し、訓練室に展示 
足浴・オイルマッサージ アロマオイル、足浴器を使用して手足のマッサージを行 
      い、心身のリフレッシュを図る機会を提供 

                   

       
                   

          
 
    オ 就労支援事業 

① 実習の状況 

 葛飾区障害者就労支援センターとの連携により、中間的就労の場（ウェルピアかつしか、 

      公共施設内にある喫茶店舗等）での実習を通して、利用者の就労に対する意識向上を支 

 援した。 

② 実習の実績 

５月・７月・11月       カフェcha!cha!cha!において１名が各月７日～８日実施 

６月・10月・12月・２月 ウェルピアかつしかにおいて１名が各月１日実施 

    カ 短期入所事業  定員４人（契約者178人） 

① 開所日数  285日 

② 延利用者数 1,629人（成人 1,617人、児童 12人） 

    キ 地域開放事業（２階コミュニケーションルーム）利用実績 

① 休日（土・日・祝日） 47件 

② 平日夜間              66件 

 

 

 

 

 

 

 

利用者の性別・年齢構成                     （単位：人）

性別＼年齢 ２０未満 ２０－２９ ３０－３９ ４０－４９ ５０以上 計 最高齢 最年少

男性 0 6 1 3 4 14 63歳 23歳

女性 0 6 1 5 0 12 47歳 20歳

計 0 12 2 8 4 26 ― ―

割合 0.0% 46.2% 7.7% 30.8% 15.4%

区分 非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６

人数 0 0 0 0 7 12 7

利用者の障害支援区分　　　　　　　　　　　　 　 （単位：人）
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（６）西水元福祉館の収支状況（令和元年度） 

 
 

8,736,653

215,537,559

157,339,281

4,489

4,281,160

53,912,629

53,692,629

障害者通所施設負担軽減経費補助金 9,530,008

民間障害者通所施設サービス推進費補助金 17,727,000

障害者福祉館等施設運営補助金 23,783,621

通所施設就労支援事業補助金 2,652,000

70,000

150,000

402,135

38,085

364,050

224,676,347

0

683,100

683,100

683,100

△

1,045,420

支出の部収入の部

事業活動による収支

286,416△

施設整備等による収支

その他の活動による収支

14,242,922

286,416

11,201,469

1,001,880

3,900,000

8,736,653

8,088,541

648,112

209,101,589

15,574,758

286,416

1,657,132

38,246,001

28,448,179

1,900,592

2,188,067

3,016,953

1,012,040

4,493,397

1,973,591

815,750

4,175,064

1,035,078

（単位：円）

3,015,300

17,360,094

20,648,332

5,930,572

196,568

その他の活動による支出

その他の活動収入計（７） その他の活動支出計（８）

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）

当期資金収支差額合計（10）＝（３）＋（６）＋（９）

141,470,603

59,099,030

21,399,728

40,596,451

2,051,350

退職給付引当資産支出

2,530,117

修繕積立資産支出

備品等購入積立資産支出

拠点区分間繰入金支出

6,299,589

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等収入計（４） 施設整備等支出計（５）

1,194,436

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

積立資産取崩収入 積立資産支出

退職給付引当資産取崩収入

就労支援事業販売原価支出

就労支援事業販管費支出

事業活動収入計（１） 事業活動支出計（２）

手数料支出

保守料支出

事務消耗品費ほか支出

就労支援事業支出

事務費支出
福利厚生費・旅費交通費・研修研究費支出

修繕費支出

業務委託費支出

葛飾区社会福祉協議会補助金 水道光熱費支出

消耗器具備品費支出

保険料支出

受入研修費収入 賃借料ほか支出

葛飾区補助金 事業費支出

給食費支出

保健衛生費支出

教養娯楽費支出

本人支給金支出

利用者負担金収入 非常勤職員給与支出

特定費用収入 退職給付支出

補助金事業収入 法定福利費支出

就労支援事業収入 人件費支出

障害福祉サービス等事業収入 職員給料支出

14,926,022

雑収入

その他の収入

東京善意銀行(東京都社会福祉協議会)

自立支援給付費収入 職員賞与支出
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（７）監査対象補助 

葛飾区は、「社会福祉法人に対する助成に関する条例」（昭和 61 年３月 31 日条例第４号） 

に基づき、令和元年度において、次のとおり西水元福祉館に対して補助金を交付した。 

 ア 障害者通所施設負担軽減経費補助金 

      「障害者通所施設負担軽減経費補助要綱」に基づき、利用料日額払減額分補助として 

   ５，２１９，２４２円、利用者食費補助として４，３１０，７６６円の計９，５３０， 

００８円を交付した。 

イ 民間障害者通所施設サービス推進費補助金 

    「葛飾区民間障害者通所施設サービス推進費補助要綱」に基づき、基本補助分として 

   １１，６４５，０００円、メニュー選択式加算分として４，１７６，０００円、障害者 

   等雇用加算分１，３０６，０００円、福祉サービス第三者評価の受審経費補助分６００， 

   ０００円の計１７，７２７，０００円を交付した。 

  ウ 障害者福祉館等施設運営費補助金 

    「障害者福祉館等施設運営補助要綱」に基づき、施設運営補助分として１３，９１１， 

０００円、通所バス運行経費補助分として９，８３８，４９０円、地域開放事業補助分と 

して３４，１３１円の計２３，７８３，６２１円を交付した。 

  エ 障害者通所施設就労支援事業補助金 

「葛飾区障害者通所施設就労支援事業補助要綱」に基づき、就労支援を行う指導員に係

る人件費・交通費・社会保険料等事業主負担分、就労支援に要した職員出張旅費に対する

補助金として２，６５２，０００円を交付した。 

   

   以上の補助金の合計額は、５３，６９２，６２９円である。 

    
３ 監査の結果 

  区の補助金に係る出納その他の事務の執行については、補助金の交付申請書、実績報告書、

現金収支関係書類及び各会計帳簿等を確認した結果、特に指摘する事項は見当たらず、事業の

目的に沿って適切に執行されていた。 

 

  ただし、補助金の交付金額に影響する誤りではないが、財務諸表のうちの「資金収支内訳書」

について、「修繕費積立資産支出」と「備品購入費積立資産支出」の額が入れ違って記載されて

いた。 

   決算書類の作成にあたっては、誤りのないよう特段の注意を払われたい。 

 

 
 
 
 
 

-14-



 

一般社団法人  飾区医師会 
 

１ 法人の概要 
【法人の定款が定める目的】 
  一般社団法人葛飾区医師会は、医道を昂揚し、医学医術の研磨と、公衆衛生の普及・向上、

地域住民の健康と社会福祉の増進を図ることを目的として次の事業を行う。 
 ・医道の昂揚に関する事項 
 ・医学の振興に関する事項 
 ・医師の学術向上・生涯教育に関する事項 
 ・公衆衛生に関する事項 
 ・学校保健に関する事項 
 ・地域医療に関する事項 
 ・社会保障医療に関する事項 
 ・医療経営改善、合理化及び会員の福祉増進に関する事項 
 ・会誌、出版、広報に関する事項 
 ・労働保険の保険料徴収等に関する法律に基づく労働保険事務組合に関する労働保険事務 
 ・葛飾区医師会附属看護専門学校の設置運営に関する事項 
 ・介護保険法に基づく諸事業 
 ・障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業 
 ・その他本会の目的達成上必要な事項 
 
２ 監査対象の概要 
（１） 監査対象 

令和元年度に 飾区から補助金の交付を受けた「葛飾区医師会」の在宅療養推進事業等を

監査の対象とした。 
（２）施設概要 

ア 開設年月日  昭和２２年１１月２８日 
イ 所在地     飾区立石五丁目１５番１２号 
ウ 所有関係   葛飾区医師会所有  
エ 建物の構造  鉄筋コンクリート造３階建て 
オ 延床面積   １，４８８．７１㎡ 

（３）法人職員（令和２年３月３１日現在） 

会長 １人  副会長 ４人  理事 １４人  監事 ２人  評議員 ４０人 

職員 ５９人（２１人）   

（ ）内人数は非常勤を再掲 

（４） 事業概要 
区民の健康の向上と、地域医療への貢献のため以下の事業を行っている。 
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  ア 休日・夜間診療 
    立石休日応急診療所（医師会館内）と金町休日応急診療所（金町地区センター内）で休

日・土曜日の応急診療を行っている。また、平日夜間こどもクリニックとして応急診療を

行っている。 
  イ 検（健）診事業（区と協力、委託事業として） 
    成人、学童、園児及び乳幼児に対する検（健）診をそれぞれ行っている。 
  ウ 感染症情報 
    区内で発生した感染症について、集計結果を毎週公表している。 
  エ かかりつけ医推進事業 
    かかりつけ医の紹介を行い、また主治医不在時の連携を確保している。 
  オ 在宅難病患者訪問診療事業 
    東京都医師会の在宅訪問患者訪問診療事業に協力している。 
  カ 病診連携事業 
    病院と診療所の連携を密にし、高度な医療と身近な医療の提供に努めている。 
  キ 災害時医療救護活動 
    災害時に迅速かつ的確な医療が確保できるように、平素から体制を整えている。 
  ク 介護保険関連事業 
    訪問看護ステーション、ヘルパーステーション、居宅介護支援事業所を運営し、在宅療

養者の看護、介護の支援を行っている。 
  ケ 看護専門学校 
    看護師、准看護師の養成を行ない、区内の看護の向上に努めている。 
  コ 学術講演会 
    常に最新、最良の医療を提供できるように、会員及び区民向けに生涯教育を実施してい

る。 
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（５）  飾区医師会の収支状況（令和元年度） 

 
 
 
（６） 監査対象補助  
  ア 区在宅療養推進事業補助金収入 

葛飾区は「葛飾区在宅療養推進事業補助金交付要綱」に基づき、 飾区医師会の在宅療

養患者・高齢者搬送支援事業及び医療連携コーディネート体制整備に関する支援のため、

令和元年度に事業費の一部に充てる補助金を交付した。 
 
 

（単位：円）

10,750,000 1,458,913,151

会費収入 38,649,100 24,585,000

1,188,287,091 298,481,742

875,144,471 13,845,091

127,982,000 41,394,012

185,160,620 16,982,302

53,835,883 23,307,893

20,853,283 12,142,166

17,943,000 24,187,288

2,910,283 183,054,379

32,982,600 31,697,239

152,464,399 81,824,368

15,009,374 536,837,275

その他雑収入 8,744,521 11,912,189

25,151,740

133,510,467

1,467,740,368 1,458,913,151

8,827,217

70,000

8,757,217

2,205,603,865

2,214,361,082

収入の部 支出の部

経常経費

入会金収入 事業費・管理費支出

役員報酬支出

事業収入 給与手当支出

受託事業収入 退職給付費支出

看護学校事業収入 法定福利費支出

介護保険関連事業等収入 通信運搬費支出

補助金収入 会議費支出

区補助金収入 保守費支出

賃借料支出

諸謝金支出

区在宅療養推進事業補助金収入

看護師養成所研究・研修事業補助

金等収入

経常外経費

がん検診費支出

学校園検診費支出

委託費支出

材料費支出

手数料収入

講義・演習費支出

その他雑支出

経常経費収入計（１） 経常経費支出計（２）

当期経常経費増減額（３）＝（１）-（２）

東京都ほか補助金収入

休日応急診療所委託料等収入

法人税、住民税及び事業税（４）

当期財産増減額（５）＝（３）-（４）

財産期首残高（６）

財産期末残高（７）＝（５）+（６）
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（ア）在宅療養患者・高齢者搬送支援事業 
 救急救命士賃金（８名） ２３，４９１，８２１円 
 コールセンター電話料 ３３８，９６７円 
    合 計         ２３，８３０，７８８円 
（要綱により補助金額の上限は１０，０００，０００円） 

（イ）医療連携コーディネート体制整備 
医療連携コーディネーター給与  ７，７５２，９７０円 
旅費交通費         ７，２２６円 
消耗品費等       １４４，５４０円 
携帯電話、ＦＡＸ使用料      ３９，２０９円 
   合 計     ７，９４３，９４５円 

（要綱により千円未満切り捨て７，９４３，０００円） 
  ア＋イの総計 １７，９４３，０００円 

 
  イ 看護師養成所研究・研修事業補助金等収入 

看護師養成所研究・研修事業補助金  ２，０００，０００円 
感染症サーベイランス定点観測補助金    ５２０，２８３円 
糖尿病アクションプラン事業補助金    ２６４，０００円 
葛飾区職員インフルエンザ予防接種補助金   １２６，０００円 
    合 計 ２，９１０，２８３円 

  
  ウ 区補助金総計               ２０，８５３，２８３円 
 
 
３ 監査の結果 

区の補助金に係る出納その他の事務の執行については、補助金の交付申請書、実績報告書、

正味財産増減計算書、各会計帳簿等を確認した結果、特に指摘する事項は見当たらず、事業の

目的に沿って適切に執行されていた。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-18-



 

社会福祉法人 葛飾学園 
（監査対象 葛飾学園小菅学童保育クラブ） 

 
１ 法人の概要 
【法人の定款が定める目的】 

   社会福祉法人葛飾学園は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に

提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身とも

に健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を地域社会において営

むことができるようキリスト教精神に基づき支援することを目的として、次の社会福祉事

業を行う。 
第一種社会福祉事業 
・軽費老人ホームの運営 
第二種社会福祉事業 
・保育所の経営 
・放課後児童健全育成事業の経営 
・老人デイサービスセンターの経営 
・老人居宅介護等事業の経営 

 
２ 監査対象の概要 
（１）監査対象施設 

     令和元年度に 飾区から補助金の交付を受けた「葛飾学園小菅学童保育クラブ」を監査の

対象とした。  
（２） 施設の目的 

    本クラブは、保護者の就労・病気等により下校後の家庭保育・監護に欠ける児童の知的・

精神的・身体的発育を助け、神と人々に愛される人間へと一人一人が成長することを願い祈

り、保育の目的とする。 
（３）施設概要 
  ア 開設年月日     平成１６年４月１日 
  イ 所在地        飾区小菅三丁目６番１号 
  ウ  所有関係      賃借 
  エ  建物の構造     鉄筋コンクリート造９階建て 

保育室 １階部分 
  オ 保育室面積     １２１．２４㎡ 
（４）施設職員（令和２年３月３１日現在） 
  指導員 ５人（１人）  
  （ ）内人数は非常勤を再掲 
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（５）事業概要 
  ア 開所日・時間等 

     
 
  イ 月別在籍児童数                      （単位：人） 

     

 
  ウ 使用料等 

      
      生活保護受給世帯等の使用料については、区立学童保育クラブと同様の減額 

又は免除が行われている。また、間食費においても区より助成が行われている。 
     
 
  
 
 

　午前8時30分から午後６時

　学校休業日
　午前8時30分から午後６時
　　（延長）午後７時まで

休業日 　日曜・祝日・年末年始（12/29～1/3）

対象児童 　保護者の就労等により、監護が必要な児童

開所日 　月曜日～土曜日

開所時間

　月曜日～金曜日
　下校時から午後６時
　　（延長）午後７時まで

　土曜日

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

34 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 33

27 27 27 27 27 26 26 26 26 26 26 26

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 60 60 60 60 59 60 60 60 60 60 59

学　年 合計

1　年 402

2　年 317

3　年 0

4年以上 0

計 719

１か月　　　　300円

延長保育料
１か月　　　1,000円
臨時1回　　  　 600円

使用料 １か月　　　4,000円

間食費 １か月　　　2,000円

教材費
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（６）葛飾学園小菅学童保育クラブの収支状況（令和元年度） 

 
 
（７）監査対象補助 

 飾区私立学童保育事業補助金 
 飾区は、区内の学童保育事業運営を補助するため、「 飾区私立学童保育事業助成要

綱」に基づき、上記法人が経営する学童保育クラブ全１１か所分に対して、令和元年度分

として、１４８，００１，２３４円を交付した。そのうち１８，２７２，１０２円が法人

から葛飾学園小菅学童保育クラブに配当された。 
 
 
３ 監査の結果 
    区は、私立学童保育クラブに対し管理運営費等の助成を行い、入会を希望する児童の受入

先を確保することで、授業終了後の適切な遊びと生活の場を提供し、その健全な育成を図る

目的を実現している。 
 

意見・要望事項 
区の補助金に係る事業については、補助金交付の目的に沿って執行されていた。しかし、

補助金の交付申請書、実績報告書、各会計帳簿及び現金収支関係書類等を確認したところ、

実績報告書に添付された収入・支出決算書抄本の数値と会計帳簿の数値が一部一致していな

かった。収支内容について精査した結果、各会計帳簿や決算書抄本の数値の記入誤りによる

ものであることが確認された。 
法人に交付する補助金の額に影響はなかったが、会計処理、申請書及び実績報告書の作成

に当たっては、特段の注意を払い、誤りのないよう処理されたい。 
なお、所管課においても法人による適正な事務処理が行われるよう、提出された報告書の

確認の徹底を図られたい。 
 

18,272,102 14,117,473

18,272,102 1,333,455

4,586,977 311,935

2,792,000 64,490

1,794,977 102,233

46,000 598,386

35,556 1,985,635

2,400,000

1,783,578

301,437

23,242,072 22,697,185

544,887

土地・建物賃借料その他の収入

事務委託費

収　入　計 支　出　計

その他

間食費

教材費利用者負担金収入

　 当期末支払資金残高

前期末支払資金残高

光熱水費間食費助成

保険料使用料

消耗品費

収入の部 支出の部

区補助金 人件費

私立学童保育事業補助金

その他
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社会福祉法人 新宿会 
（監査対象 新宿学童保育クラブ） 

 
１ 法人の概要 
【法人の定款が定める目的】 

   社会福祉法人新宿会は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提

供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに

健やかに育成されるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。 
第二種社会福祉事業 
・保育所の経営 
・一時預かり事業の経営 
・地域子育て支援拠点事業の経営 
・放課後児童健全育成事業の経営 

 
２ 監査対象の概要 
（１）監査対象施設 

     令和元年度に 飾区から補助金の交付を受けた「新宿学童保育クラブ」を監査の対象とし

た。  
（２） 施設の目的 

    本クラブは、児童福祉法に基づき、保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校の子ど

もに対し授業終了後に、放課後の生活の拠点として安心してくつろげる場を提供し、その健

全な育成を図り、支援することを目的とする。 
（３）施設概要 
  ア 開設年月日     平成２６年４月１日 
  イ 所在地        飾区新宿二丁目２６番２号（新宿小学校敷地内） 
  ウ  所有関係       飾区が無償貸付 
  エ  建物の構造     鉄骨造平屋建て 
  オ 保育室面積     １０６．０７㎡ 
（４）施設職員（令和２年３月３１日現在） 
  指導員 4 人（２人）  
  （ ）内人数は非常勤を再掲 
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（５）事業概要 
  ア 開所日・時間等 

     
 
  イ 月別在籍児童数                      （単位：人） 

     

 
  ウ 使用料等 

      
      生活保護受給世帯等の使用料については、区立学童保育クラブと同様の減額 

又は免除が行われている。また、間食費においても区より助成が行われている。 
     
 
  
 
 

休業日 　日曜・祝日・年末年始（12/29～1/3）

対象児童 　保護者の就労等により、監護が必要な児童

開所日 　月曜日～土曜日

開所時間

　月曜日～金曜日
　下校時から午後６時
　　（延長）午後７時まで

　土曜日
　午前8時30分から午後６時
　　（延長）午後７時まで

　学校休業日
　午前8時30分から午後６時
　　（延長）午後７時まで

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

29 29 29 29 29 28 28 27 27 27 27 24

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 61 61 61 61 60 60 59 59 59 59 56

3　年 96

4年以上 0

計 717

学　年 合計

1　年 333

2　年 288

１か月　　　　300円

延長保育料
１か月　　　1,000円
臨時1回　　  　 500円

使用料 １か月　　　4,000円

間食費 １か月　　　2,000円

教材費
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（６）新宿学童保育クラブの収支状況（令和元年度） 

 
 
（７）監査対象補助 

ア   飾区私立学童保育事業補助金 
区は、区内の学童保育事業運営を補助するため、「葛飾区私立学童保育事業助成要綱」

に基づき、上記法人が経営する学童保育クラブ３か所に対する令和元年度分補助金とし

て、当初、３５，４４４，６４０円を交付した。そのうち、１３，０５７，３６０円が

法人から新宿学童保育クラブに配当された。その後、令和２年５月に令和元年度分とし

て区は補助金１１１，６００円（A）を追加交付した。法人は、この追加交付補助金を次

年度会計で処理している。 
  イ  飾区放課後子ども総合プラン補助金 
     区は、「 飾区放課後子ども総合プラン補助金交付要綱」に基づき、事業に必要な経費

に充てる補助金として、当初、５，３０５，５００円を新宿学童保育クラブに交付し

た。その後、令和２年５月に令和元年度分として区は補助金９５８，３６２円（B）を追

加交付した。法人は、この追加交付補助金を次年度会計で処理している。ただし、この

追加交付した補助金については、法人が区に提出した実績報告書に誤りがあったことか

ら、２，１５０円（C）の減額が発生し、これについては区へ返還される予定である。 
 
   なお、令和元年度の区補助金の総額は、１９，４３０，６７２円である。 
 
    収支状況の区補助金   区補助金総額     （A）      （B）      (C)      
    18,362,860円 ＝ 19,430,672円 － 111,600円 － 958,362円 ＋ 2,150円  
 
 
 

（単位：円）

18,362,860 20,196,463

13,057,360 1,092,135

5,305,500 627,370

4,549,250 70,920

2,580,000 491,816

1,969,250 11,092

120,000 620,798

46,115 402,964

800,000 274,515

131,820

471,249

24,349,474 23,919,893

429,581　 当期末支払資金残高

前期末支払資金残高

収　入　計 支　出　計

繰入金 通信費

その他

その他 修繕費

間食費助成 消耗品費

その他の収入 光熱水費

放課後子ども総合プラン補助金 教材費

利用者負担金収入 保険料

使用料 賃借料

収入の部 支出の部

区補助金 人件費

私立学童保育事業補助金 間食費
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３ 監査の結果 
    区は、私立学童保育クラブに対し管理運営費等の助成を行い、入会を希望する児童の受入

先を確保することで、授業終了後の適切な遊びと生活の場を提供し、その健全な育成を図る

目的を実現している。 
 
 
指摘事項 
区の補助金に係る事業については、補助金交付の目的に沿って執行されていた。しかし、

補助金の交付申請書、実績報告書、各会計帳簿及び現金収支関係書類等を本監査で確認した

ところ、放課後子ども総合プラン実績報告書の夏季使用料と夏季教材費の保護者負担額に誤

りがあったことから補助確定額が減額され、２，１５０円の返還が生じた。 
保護者が納付した使用料などの会計処理、実績報告書の作成に当たっては、特段の注意を

払い、誤りのないよう処理されたい。 
なお、所管課においても法人による適正な事務処理が行われるよう、提出された報告書の

確認の徹底を図られたい。 
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キョードー東京共同事業体 

（監査対象 葛飾区文化会館・葛飾区亀有文化ホール） 

 

１ 監査対象の概要 

（１）施設 

  文化会館及び亀有文化ホール 
 

（２）指定管理者 

   キョードー東京共同事業体 

構成員（代表者） 株式会社キョードー東京 

構成員      株式会社シミズオクト 

構成員      株式会社トウショク 
 

（３）指定期間 

   平成３１年４月１日から令和６年３月３１日まで（３期・１１年目） 
 

（４）指定管理業務等 

指定管理者は、地方自治法第２４４条の２第３項、 飾区文化会館条例第３条の２及び  

飾区亀有文化ホール条例第３条の２の規定に基づき、文化会館及び亀有文化ホールの管理を

行っている。主な業務は、次のとおりである。 

ア 基礎的管理業務 
運営方針策定業務、スタッフ育成業務等 

イ 施設の維持管理業務 
建物・設備保守管理業務、備品管理業務、修繕業務等 

ウ 施設の運営業務 
運営管理業務、ヘルプデスク業務、危機管理及び警備業務、利用促進業務、清掃業務等 

エ 文化振興事業及び国際交流事業に関する業務 
 

（５）所管課 

  地域振興部文化国際課 

 

２ 管理運用状況の概要 

（１） ホールの稼働率  

 モーツァルトホール アイリスホール リリオホール 

令和元年度 64.9％ 69.4％ 68.9％ 

平成30年度 72.4％ 68.6％ 69.1％ 

差 引 △7.5ポイント 0.8ポイント △0.2ポイント 
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（２）鑑賞事業 

 モーツァルトホール アイリスホール リリオホール 合  計 

令和元年度 ２９事業 １５事業 ２３事業 ６７事業 

平成30年度 ３３事業 １３事業 ２６事業 ７２事業 

差 引 △４事業   ２事業 △３事業 △５事業 

    令和元年度は、７４事業を予定していたが、台風１９号に起因する臨時休館や新型コロ

ナウイルス感染症拡大に伴い、７事業を休止した。 
 

（３）レストラン・カフェの利用者数 

 レストラン カフェ 合  計 

令和元年度 14,483人 14,723人 29,206人 

平成30年度 16,745人 16,551人 33,296人 

差 引 △2,262人 △1,828人 △4,090人 

増減率 △13.5％  △11.0％ △12.3％ 

     
レストランの利用者数は、過去３年間は減少傾向にある。 

 
（４）文化芸術創造事業 

  「シンフォニーヒルズ少年少女合唱団」の育成や支援団体の「 飾吹奏楽団」「 飾フィ

ルハーモニー管弦楽団」の活動支援のほか、１１６作品の応募があった「第４回かつしか文

学賞」や区内９地域での「地域コンサート」を実施した。また、「展示事業」は、「第２８

回葛飾の美術展」などを開催した。区民参加型事業は、「かつしか文学賞」の認知度向上と

応募促進を目的にした「かつしか小説工房」などを開催した。 
 

（５）国際交流事業 

  友好都市交流事業は、平成２７年度に姉妹都市提携をした大韓民国ソウル特別市麻浦区を

はじめ４都市との間で訪問団受け入れ等の５事業を実施した。また、多文化理解講座は、東

京理科大学と協働した「子ども国際交流クラブ 留学生といっしょ!東京理科大学キャンパ

スツアー」や東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取組である「葛

飾へようこそ！英語ｄeおもてなしガイド【柴又編】」など１１事業を実施した。 

 

３ 指定管理料の支払等 

（１）指定管理料等 

 飾区は、令和元年度分の指定管理料等として、次のとおり６０７，８６７，２０３円を

指定管理者に対し支払った。  

ア 指定管理料等            ５７３，４１６，８８４円 
  同 返還金              △１，４６０，０００円 
イ 利用料金減免補塡金          １４，７５８，６５０円 
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ウ 施設修繕費貸付金           ２４，９５６，０００円 
同 精算による返還金                 △５１円 

エ 指定管理者からの還元金        △３，８０４，２８０円 
  差引支払合計金額          ６０７，８６７，２０３円 

 
 なお、上記エの指定管理者からの還元金は、葛飾区文化施設の管理に関する基本協定書１９条

の規定及び葛飾区文化施設の管理に関する年度協定（平成３１年度）（以下「年度協定」という。）

第６条の規定に基づき、次のとおり算定されている。 
 

①施設管理運営収入還元分  単位：円 

収入見込額 （A) 225,162,000 

収入実績額 （B) 228,113,983 

収入実績額と収入見込額の差額［（B）－（A)] （C) 2,951,983 

施設管理運営収入の区への還元額［（C）×20％］ （D) 590,396 

 
②文化振興事業収入還元分  単位：円 

収入見込額(注) （E) 126,390,500 

収入実績額 （F) 158,513,844 

収入実績額と収入見込額の差額［（F）－（E)] （G) 32,123,344 

文化振興事業収入の区への還元額［（G）×10％］ （H) 3,212,334 

 
    
 

 
 
 
 
 

    
    
 

 
（注）年度協定第６条の規定に基づいた収入見込額から新型コロナウイルス対策等に 
 より中止となった事業の収入見込額を差し引いた額 

 

③国際交流事業収入還元分  単位：円 

収入見込額（注） （I) 1,110,000 

収入実績額 （J) 1,125,500 

収入実績額と収入見込額の差額［（F）－（E)] （K) 15,500 

国際交流事業収入の区への還元額［（G）×10％］ （L) 1,550 

  単位：円 

還元額合計［（D)＋(H)＋(L)］   3,804,280 
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（２） 損益計算書（令和元年度） 

 

 

４ 監査の結果 

公の施設の管理に係る出納その他の事務の執行について、基本協定書、年度協定書、業務報

告書、会計帳簿等の関係書類を確認した結果、指摘すべき事項は見当たらなかった。 
 
 
 
 
 
 

0 0 0減価償却費

3,804,280

当期最終損益 31,938,548 -1,145,667 30,792,881

委託料還元 3,804,280

その他(報酬・リース) 36,353,074 1,812,593 38,165,667

35,742,828 -1,145,667

（単位：円）

区分 施設運営管理金額 レストラン金額 合計金額

施設売上 237,743,552

売上高

548,552,632

事業売上 159,639,344

委託料

売上原価

945,935,528 70,959,480 70,959,480 1,016,895,008売上高計

354,782,211

売上総利益 619,706,225 42,406,572 662,112,797

事業支出 326,229,303 326,229,303 28,552,908 28,552,908

人件費 329,502,307 33,783,536 363,285,843

一般管理費

業務委託費 50,554,474 0 50,554,474

交通費 3,842,549 15,713 3,858,262

8,922,613

12,627,966

0

461,917

42,595

43,457,268

9,384,530

12,670,561

7,218,633

雑費(租税公課等) 6,634,788 0 6,634,788

会議費 31,603 0 31,603

5,054,195消耗品費

賃貸料 43,457,268

支払手数料

事務用品費

2,164,438

627,515,636

営業利益 35,742,828 -1,145,667 34,597,161

一般管理費計 583,963,397 43,552,239

34,597,161当期純利益

水道光熱費 80,766,472 3,773,852 84,540,324

保険料 798,680 0 798,680

通信費 4,907,871 682,162 5,590,033

印刷費 343,217

広告費 166,320 815,433 981,753

0 343,217
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住友不動産エスフォルタ・東洋管財共同事業体 

（監査対象 葛飾区体育施設） 

 

１ 監査対象の概要 

（１）施設 

  体育施設（３６施設） 

奥戸総合スポーツセンター、水元総合スポーツセンター、東金町運動場、渋江公園テニ

スコート、小菅東スポーツ公園テニスコート、小菅西公園フットサル場、上千葉公園運動

場、 飾にいじゅくみらい公園運動場、柴又少年ソフトボール場、柴又ソフトボール場、

柴又野球場、柴又球技場、柴又少年野球場、第二柴又野球場、荒川小菅球技場、荒川小菅

少年野球場、荒川小菅野球場、堀切橋野球場、堀切橋フットサル場、堀切橋少年硬式野球

場、堀切橋少年野球場、堀切橋少年ソフトボール場、四つ木橋球技場、四つ木橋野球場、

木根川橋野球場、木根川橋少年野球場、木根川橋球技場、金町公園プール、鎌倉公園プー

ル、奥戸総合スポーツセンター駐車場、水元総合スポーツセンター駐車場、小菅西公園フ

ットサル場駐車場、 飾にいじゅくみらい公園運動場駐車場、堀切橋駐車広場、木根川橋

駐車広場及び第二柴又駐車広場 

（２）指定管理者 

葛飾区体育施設指定管理者 

住友不動産エスフォルタ・東洋管財共同事業体 

構成員（代表者） 住友不動産エスフォルタ株式会社 

構成員      東洋管財株式会社 

（３）指定期間 

平成３１年４月１日から令和６年３月３１日まで（４期・１３年目） 

（４）指定管理業務 

指定管理者は、地方自治法第２４４条の２第３項及び 飾区体育施設条例第３条の２の規

定に基づき、体育施設の管理を行っている。主な業務は、次のとおりである。 

ア 基礎的管理業務 

運営指針策定管理業務、スタッフ育成管理業務等 
イ 施設の維持管理業務 

体育施設保守管理業務、備品管理業務、修繕業務、清掃業務等 

ウ 施設の運営業務 

体育施設運営業務、ヘルプデスク業務、危機管理及び警備業務、利用促進業務等 

エ 体育施設で実施するスポーツ事業に関する業務 

（５）所管課 

教育委員会事務局生涯スポーツ課 
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２ 管理運用状況の概要（令和元年度） 

令和元年度は、改修工事、台風１９号の影響及び新型コロナウイルス感染症対策のため、施

設の利用を休止した期間があり、各事業とも、前年度よりも実績が低下している。このことに

ついては、自然災害や感染症の影響によるもので、やむをえない側面がある。 

（１）施設の管理運営 
指定管理者が管理運営する区施設の利用者数（貸切・個人利用）は、２，１７２，４４６

人（前年度２，５４０，９９７人）であった。 
 

（２）スポーツコース事業（自主事業） 
スポーツコース事業の実施については、１６３コース、参加２０，０７３人（前年度１５

８コース、参加者２１，６２１人）であった。 
 

（３）利用料金収入の状況 
総合スポーツセンターの利用料金収入合計（区からの減免補填分を含む。）は、３８３，

５６８，９９８円（前年度４２１，８３２，５０１円）であった。 
 

３ 指定管理料の支払等 

（１）  指定管理料等 

区は、令和元年度分の指定管理料等として、次のとおり１，０６６，８６７，８４２円

を指定管理者に対し支払った。 

ア 指定管理料         ６８６，９５７，０００円 

イ 利用料金減免補填分      ３８，４３１，８１１円 

ウ 施設修繕費貸付金      １９８，５２５，０００円 

同 精算による返還金         △１，８３２円 

エ 光熱水費貸付金       １８０，８４６，０００円 

同 精算による返還金    △２９，３１８，６３１円 

オ 指定管理者からの還元金    △８，５７１，５０６円 

差引支払合計金額    １，０６６，８６７，８４２円 

 

 なお、上記オの指定管理者からの還元金は、葛飾区体育施設の管理に関する協定書第１９条

の規定及び葛飾区体育施設の管理に関する年度協定書（平成３１年度）（以下「年度協定書」と

いう。）第６条の規定に基づき、次のとおり算定されている。 
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① 利用料金収入還元分  単位：円 

収入見込額 （A) 373,575,000 

収入実績額 （B) 383,568,998 

収入実績額と収入見込額の差額［（B）－（A)] （C) 9,993,998 

利用料金の区への還元額［（C）×50％］ （D) 4,996,999 

   

② 自主事業収益還元分  単位：円 

収益見込額 （E) 21,309,000 

収益実績額 （F) 39,181,538 

収益実績額と収益見込額の差額［（F）－（E)] （G) 17,872,538 

自主事業収益の区への還元額［（G）×20％］ （H) 3,574,507 
   

  単位：円 

還元額合計［（D)＋(H)］   8,571,506 
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（２）  損益計算書（令和元年度） 

 

 

４ 監査の結果 

公の施設の管理に係る出納その他の事務の執行について、基本協定書、年度協定書、業務報

告書、会計帳簿等の関係書類を確認した結果、指摘すべき事項は見当たらなかった。 
 

3,574,507

経常損益 57,749,546 22,142,515 35,607,031

自主事業還元 3,574,507 8,571,506 3,574,507

施設利用料金還元 4,996,999 4,996,999 4,996,999

営業外費用（還元額）

70,543,714

営業損益 66,321,052 27,139,514 39,181,538

その他 25,182,904 1,114,926,198 20,930,105 1,044,382,484 4,252,799

雑費 16,161,135 14,763,044 1,398,091

維持管理経費 606,068,952 605,678,020 390,932

賃貸料 18,138,252 918,341 17,219,911

広告費 1,564,974 1,453,417 111,557

通信費 3,922,246 3,480,436 441,810

消耗品費 14,254,332 12,402,721 1,851,611

人件費 429,633,403 384,756,400 44,877,003

販売費及び一般管理費

12,880,471

売上総利益 1,181,247,250 1,071,521,998 109,725,252

販売物購入費 12,880,471 12,880,471 0 12,880,471

122,605,723

売上原価（物販仕入等）

売上高計 1,194,127,721 1,071,521,998

その他収入 20,645,854 507,170,721 996,000 384,564,998 19,649,854 122,605,723

自主事業収入 87,781,423 87,781,423

自動販売機収入 15,174,446 0 15,174,446

施設利用料金収入 383,568,998 383,568,998

売上高

協定変更分 30,163,000 686,957,000 30,163,000 686,957,000

指定管理料 656,794,000 656,794,000

売上高

（単位：円、税込）

区分 合計 運営・維持管理業務会計 自主事業会計

-33-


